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(57)【要約】
【課題】所望のリスク・リターンバランスの株式ポート
フォリオを作成するステップをより簡素化すること。
【解決手段】作成テーマ受付部３１０は、投資家により
作成されたテーマを受付ける。組合せ受付部３１１は、
前記テーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せの選
択を受付ける。ポートフォリオ作成部３０４は、受付け
られた前記組合せ毎に、前記銘柄毎の購入比率を演算し
、前記テーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せに
よる株式ポートフォリオを作成する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザにより作成されたテーマを受付けるテーマ受付手段と、
　前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せの選択を受付ける組合せ受付手
段と、
　受付けられた前記組合せ毎に、前記金融商品の銘柄毎の購入比率を演算し、前記テーマ
に紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せによるポートフォリオを作成するポートフォ
リオ作成手段と、
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記金融商品の銘柄毎に、ユーザによる見通しを受付ける見通し受付手段と、
　受付けられた前記見通しに基づき前記購入比率を更新する更新手段と、
　をさらに備える、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記テーマに基づき作成された前記ポートフォリオを、前記ユーザとそれ以外のユーザ
との間における売買の対象として、前記それ以外のユーザに公開する公開手段
　をさらに備える、
　請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記それ以外のユーザは、前記ユーザによって公開された前記ポートフォリオを購入す
ることができる、
　請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記金融商品の銘柄の組合せは、株式の銘柄の組合せであり、
　前記株式は、単元未満株である、
　請求項１乃至４のうちいずれか１項に記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、株式を含めの多くの金融商品はリスクが高いことから、投資家は一般的に単
一の金融商品のみを購入することはせず、複数の金融商品を組み合わせたポートフォリオ
の形態で購入する。ポートフォリオの作成方法については様々な作成方法が提案されてお
り、例えばポートフォリオの構成比率を、投資家の投資方針に基づき決定する手法も提案
されている（例えば特許文献１参照）。
　特許文献１では、投資家夫々に対してアドバイスを行い、ポートフォリオを簡易的に構
築する方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２２３５５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の手法を含め、従来の技術と比較して、所望のリスク
・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成するステップをより簡素化したいという
要望が挙げられている状況である。
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【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、所望のリスク・リターンバラ
ンスの株式ポートフォリオを作成するステップをより簡素化することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の一態様の情報処理装置は、
　ユーザにより作成されたテーマを受付けるテーマ受付手段と、
　前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せの選択を受付ける組合せ受付手
段と、
　受付けられた前記組合せ毎に、前記金融商品の銘柄毎の購入比率を演算し、前記テーマ
に紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せによるポートフォリオを作成するポートフォ
リオ作成手段と、
　を備える。
【０００７】
　また、前記金融商品の銘柄毎に、ユーザによる見通しを受付ける見通し受付手段と、
　受付けられた前記見通しに基づき前記購入比率を更新する更新手段と、
　をさらに備えることができる。
【０００８】
　また、前記テーマに基づき作成された前記ポートフォリオを、前記ユーザとそれ以外の
ユーザとの間における売買の対象として、前記それ以外のユーザに公開する公開手段をさ
らに備えることができる。
【０００９】
　また、前記それ以外のユーザは、前記ユーザによって公開された前記ポートフォリオを
購入することができる。
【００１０】
　また、前記金融商品の銘柄の組合せは、株式の銘柄の組合せであり、前記株式は、単元
未満株であるようにすることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、所望のリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成するス
テップをより簡素化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】従来の株式売買のサービスの概要と、本発明を適用することにより実現される株
式売買のサービスの概要との比較図である。
【図２】図１の本発明が適用される株式売買のサービスを実現可能な情報処理システム、
即ち、本発明の情報処理装置の一実施形態に係るサーバを含む、情報処理システムの構成
図である。
【図３】図２のサーバのハードウェア構成を示すブロック図である。
【図４】図３のサーバのテーマ選択機能を発揮させるための機能的構成の一例を示す機能
ブロック図である。
【図５】図４のサーバが実行するテーマ選択処理を説明するフローチャートである。
【図６】図５のテーマ選択処理において投資家端末に表示される画面の一例を示す図であ
る。
【図７】図５のテーマ選択処理において投資家端末に表示される画面の一例を示す図であ
る。
【図８】図３のサーバ１のテーマ作成機能を発揮させるための機能的構成の一例を示す機
能ブロック図である。
【図９】図８のサーバが実行するテーマ作成処理を説明するフローチャートである。
【図１０】図９のテーマ作成処理において投資家端末に表示される画面の一例を示す図で
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ある。
【図１１】個人投資家が自身のアイデアに基づくテーマを応募する際に投資家端末に表示
される画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　先ず、本発明の実施形態を説明する前に、本発明が適用される株式売買のサービスの概
要について説明する。
　図１は、従来の株式売買のサービスの概要と、本発明を適用することにより実現される
株式売買のサービスの概要との比較図である。
【００１４】
　単元株制度を採用する日本国では、株式の取引単位として単元株が定められており、こ
の単元株毎に取引が行われる。単元株は、株式を発行する会社の定款において株式の銘柄
毎に定められる。
　このため、従来の株式売買のサービスでは、図１（ａ）に示すように、個人投資家ＵＩ
は、単元株を単位として株を売買しなければならなかった。
　例えば、個人投資家Ｕ１が、証券会社Ｓが販売する株式のうち、Ａ社を銘柄とする株式
（以下「Ａ社株式」と呼ぶ）を購入するものとする。この場合、予めＡ社の定款により定
められた単元株が１００株であれば、個人投資家Ｕ１は、Ａ社株式を１００株単位で購入
しなければならない。
　また例えば、個人投資家Ｕ１が、株式発行企業であるＢ社を銘柄とする株式（以下「Ｂ
社株式」と呼ぶ）を購入するものとする。この場合、予めＢ社の定款により定められた単
元株が１０株であれば、個人投資家Ｕ１は、Ｂ社株式を１０株単位で購入しなければなら
ない。
　このため、従来の株式売買のサービスでは、個人投資家Ｕ１は、Ａ社株式とＢ社株式と
の株式ポートフォリオを購入しようとする場合、Ａ社株式については１００株単位、Ｂ社
株式については１０株単位で購入することとなる。このため、個人投資家Ｕ１は、事前に
まとまった資金を準備する必要があった。即ち、株式ポートフォリオを購入することがで
きる個人投資家Ｕ１は、必然的に資金的に余裕がある者に限られてしまうこととなる。
【００１５】
　ここで、株式ポートフォリオとは、複数種類の株式の銘柄の組合せであって、銘柄毎の
購入比率（必要に応じて購入金額も）が夫々決定されたもののことをいう。
　また、購入比率とは、あるテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せ全体の購入の
割合を１００％とした場合における、その組合せを構成する銘柄毎の全体に対する購入の
割合をいう。具体的には例えば、あるテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せが、
Ａ社株式とＢ社株式との２種類の銘柄の組合せである場合、仮にＡ社株式の購入比率が４
０％であれば、Ｂ社株式の購入比率は６０％となる。購入金額とは、予め設定された１つ
のテーマあたりの金額の範囲内で、購入比率に基づき算出された株式の銘柄毎の金額をい
う。
　株式ポートフォリオでは、株式保有に伴うリスクを分散させるべく、収益が確定してい
るためにリスクの少ない安全資産と、市場価格の変動により収益（リターン）が不確実と
なるようなリスクの高い危険資産とを、どのような割合で保有すべきかが考慮される。
　しかしながら、上述したように、従来の株式売買のサービスでは、株式ポートフォリオ
を購入できる者は必然的に資金的に余裕がある者に限られる。このため、本来、株式保有
に伴うリスクを分散させることにより保全が図られるべき個人資産について、株式ポート
フォリオを用いて資産運用を行うことは一般的ではなかった。即ち、サラリーマン、主婦
、学生といった、資金的にそれ程の余裕がない個人にとって、従来の株式売買のサービス
では、株式ポートフォリオを購入することは馴染みのないものであった。
【００１６】
　これに対して、本発明が適用される株式売買のサービスは、単元株に満たない数の株式
（以下「単元未満株」と呼ぶ）を取引の対象とすることができる。なお、単元未満株とは
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、主に株式の分割等により発生する、会社の定款で定められた単元株に満たない数の株式
のことである。単元未満株は、通常の株式市場での売買はできないが、サービス提供者Ｐ
と個人投資家Ｕとの相対取引の対象にする等、サービス提供者Ｐが定める所定のルールの
下に取引の対象とすることができる。つまり、サービス提供者Ｐは、証券会社Ｓとの間で
は単元株を単位として株を売買する一方、個人投資家Ｕ２，Ｕ３等の間では単元未満株を
単位として株を売買することができる。
　例えば、サービス提供者Ｐは、本発明が適用される情報処理装置を用いることで、証券
会社ＳからＡ社の単元株１００株と、Ｂ社の単元株１０株とを購入する。サービス提供者
Ｐは、個人投資家Ｕ２，Ｕ３等との間では、これらの株式を、小分けされた単元未満株の
状態で売買できるようにする。
　これにより、個人投資家Ｕ２，Ｕ３等は、準備可能な資金の範囲内で株式ポートフォリ
オを購入することができる。
【００１７】
　具体的には例えば、個人投資家Ｕ２は、図１（ｂ）に示すように、Ａ社の単元未満株３
０株と、Ｂ社の単元未満株６株とをサービス提供者Ｐから購入することができる。またそ
の後必要に応じて、個人投資家Ｕ２は、Ａ社の単元未満株１０株をサービス提供者Ｐに対
して売却することもできる。
　また例えば、個人投資家Ｕ３は、Ａ社の単元未満株７０株と、Ｂ社の単元未満株４株と
をサービス提供者から購入することができる。
　このように、本発明が適用される株式売買のサービスの提供を受ける個人投資家Ｕ２，
Ｕ３等は、サービス提供者Ｐとの間で単元未満株を単位とした取引が可能となるので、資
金的にそれ程の余裕がなくとも、株式ポートフォリオを簡単に購入することができる。
【００１８】
　図２は、図１（ｂ）に例示として示す様な本発明が適用される株式売買のサービスを実
現可能な情報処理システム、即ち、本発明の情報処理装置の一実施形態に係るサーバを含
む情報処理システムの構成図である。
【００１９】
　図２に示す情報処理システムは、図１（ｂ）に例示として示す様な本発明が適用される
株式売買のサービスを実現可能なものとすべく、サービス提供者Ｐが管理するサーバ１と
、ｎ人（ｎは任意の整数値）の個人投資家Ｕ１乃至Ｕｎの夫々によって操作される投資家
端末２－１乃至２－ｎの夫々とを含むように構成されている。
　サーバ１と、投資家端末２－１乃至２－ｎの夫々とは、インターネット（Ｉｎｔｅｒｎ
ｅｔ）等のネットワークＮを介して相互に接続されている。
　なお、以下、個人投資家Ｕ１乃至Ｕｎ、投資家端末２－１乃至２－ｎの夫々を区別する
必要がない場合には、これらをまとめて、「個人投資家Ｕ」、「投資家端末２」の夫々と
呼ぶ。
【００２０】
　サーバ１は、投資家端末２を操作する個人投資家Ｕに対して、図１（ｂ）に例示として
示す様な本発明が適用される株式売買のサービスを提供するために、各種処理を実行する
。
　投資家端末２は、個人投資家Ｕが操作する情報処理装置であって、例えばスマートフォ
ン等で構成される。
　このような図２の構成の情報処理システムは、例えば次のような動作（処理）を実行す
る。
【００２１】
　投資家端末２は、個人投資家Ｕの操作に基づいて、テーマを選択する。サーバ１は、投
資家端末２により選択されたテーマを取得する。
　ここで、テーマとは、複数種類の株式の銘柄の組合せが選択される際に基調となる思想
や主題をいう。テーマは、例えば最新のトピックス、ニュース、イベントといったカテゴ
リに分類することができるし、内容に応じて複数の分野に分類することもできる。
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【００２２】
　株式購入予定者である個人投資家Ｕは、複数種類の株式の銘柄を無作為に選択したもの
を株式ポートフォリオとして購入するのではなく、所望のテーマに紐付く複数種類の株式
の銘柄の組合せで構成された株式ポートフォリオを購入する。
　具体的には例えば、個人投資家Ｕは、仮に「ドローン」に興味を示し、「ドローン」に
紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せによる株式ポートフォリオの購入を所望した場合に
は、投資家端末２を操作することにより、「ドローン」をテーマとして選択することがで
きる。
【００２３】
　また例えば、個人投資家Ｕは、図１の投資家端末２を操作することにより、次のような
テーマを選択することができる。
　即ち、個人投資家Ｕは、例えば「最新のトピックス」というカテゴリの中から「ドロー
ン」、「都知事選挙」といったテーマを選択することができる。また例えば、個人投資家
Ｕは、「ニュース」というカテゴリの中から「ゲーム」、「オリンピック」といったテー
マを選択することができる。
　なお、個人投資家Ｕによるテーマ選択の具体例については、図１０を参照して後述する
。
【００２４】
　サーバ１は、投資家端末２からテーマを取得すると、取得したテーマに紐付く複数種類
の株式の銘柄の組合せを選択する。なお、テーマに「紐付く」複数種類の株式の銘柄とは
、そのテーマに直接的または間接的に関連する商品やサービスを提供している等、そのテ
ーマとの間で何らかの関連性を有する銘柄のことをいう。例えばテーマが「ドローン」で
あれば、以下のような会社の株式の銘柄は、「ドローン」に紐付く複数種類の株式の銘柄
に含めることができる。
　即ち、ドローンの製造会社、ドローンによる運搬サービスの請負会社、ドローン操作に
用いられる通信手段を提供する会社、ドローンの事故に関連する保険商品を提供する保険
会社等の銘柄を、「ドローン」に「紐付く」株式の銘柄に含めることができる。
【００２５】
　テーマに関する情報（以下「テーマ情報」と呼ぶ）と、株式に関する情報（以下「株式
情報」と呼ぶ）との夫々は、サーバ１によって記憶され、互いに紐付けられ管理されてい
る。
　テーマ情報には、テーマ毎に、そのテーマを示す画像、そのテーマについての簡単な説
明、そのテーマが属するカテゴリ、そのテーマが属する分野等が含まれる。
　株式情報には、銘柄毎に、その銘柄についての発行済株式数や株価等の株式に関する情
報、その銘柄の業種や提供する商品・サービス等の会社に関する情報、その銘柄が紐付く
テーマ等が含まれる。
【００２６】
　なお、１種類の株式の銘柄に紐付くテーマは１つに限られない。１種類の株式の銘柄に
対し２つ以上のテーマを紐付けることもできる。例えば、Ａ社が、ドローンによる運搬サ
ービスを請け負う会社であり、かつ、Ａ社の社長が都知事選挙に立候補したといった場合
には、銘柄としてのＡ社は、複数のテーマ「ドローン」及び「都知事選挙」に紐付けられ
る可能性がある。
　また、当然ながら１つのテーマに対し１種類以上の株式の銘柄を紐付けることもできる
。このため、テーマとして「ドローン」が取得された場合、ドローンに紐付けられ管理さ
れている１種類以上の株式の銘柄の組合せが選択される。
【００２７】
　サーバ１は、上述したようにテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する
と、次のような処理を実行する。即ち、サーバ１は、所定のアルゴリズムに基づき、株式
ポートフォリオを構成する銘柄毎の、購入比率の初期値（以下「初期購入比率」と呼ぶ）
及び購入金額の初期値（以下「初期購入金額」と呼ぶ）を演算する。また、株式ポートフ
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ォリオのうち、銘柄毎の初期購入比率及び初期購入金額が夫々決定されたものを、以下「
初期の株式ポートフォリオ」と呼ぶ。
　なお、初期購入比率及び初期購入金額を導き出すための演算方法は特に限定されない。
例えば、サーバ１は、リスクとリターンとの夫々を数値化し、これらの数値を変数として
演算することにより、リスクとリターンのバランス（以下「リスク・リターンバランス」
と呼ぶ）が考慮された購入比率及び購入金額を算出することもできる。
【００２８】
　サーバ１による演算の結果として算出された初期購入比率及び初期購入金額は、初期の
株式ポートフォリオを構成する各銘柄とそれらの初期購入比率及び初期購入金額とが表示
された表または円グラフとして、投資家端末２に表示される。
　このとき、個人投資家Ｕは、投資家端末２を操作することにより、初期購入比率及び初
期購入金額を、自身の嗜好に沿った内容の購入比率及び購入金額に更新させることができ
る。
　ここで、個人投資家Ｕが自ら銘柄毎の購入比率及び購入金額について具体的な数値を決
定することは、個人投資家Ｕにとって煩雑な作業となる。このため、購入比率及び購入金
額の具体的な数値は、サーバ１によって自動的に演算される。即ち、個人投資家Ｕは購入
比率及び購入金額の具体的な数値を自ら調整することなく、例えば自身のリスク・リター
ンバランスに対する考え方に沿った内容の購入比率及び購入金額に初期購入比率及び初期
購入金額を更新させることもできる。
　具体的には例えば、サーバ１は、初期購入比率及び初期購入金額を個人投資家Ｕの嗜好
に合わせて更新させるための複数のパターンを投資家端末２に表示させる。これにより、
個人投資家Ｕは、例えば自身のリスク・リターンバランスに対する考え方に沿った購入比
率及び購入金額のパターンを、複数のパターンの中から容易に選択することができる。
【００２９】
　サーバ１は、投資家端末２から、ユーザＵにより選択されたパターンを取得する。そし
て、サーバ１は、取得したパターンに基づく購入比率及び購入金額に初期購入比率及び初
期購入金額を更新する。サーバ１は、株式ポートフォリオを構成する各銘柄と、更新後の
購入比率及び購入金額とが表示された表または円グラフを投資家端末２に再表示される。
　これにより、個人投資家Ｕは、テーマを選択するだけで、テーマに沿った内容の複数種
類の株式の銘柄の組合せからなる株式ポートフォリオを、銘柄毎の購入比率及び購入金額
を自ら設定することをなく購入することができる。
【００３０】
　このように、個人投資家Ｕは、既存のテーマを選択することにより、株式ポートフォリ
オを購入することができる。また、個人投資家Ｕは、テーマと、そのテーマに紐付く複数
種類の株式の銘柄で構成される株式ポートフォリオとを作成し、これを売買の対象とする
こともできる。
【００３１】
　個人投資家Ｕは、テーマと、そのテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄で構成される株
式ポートフォリオとを作成する場合、投資家端末２を操作することによりテーマを作成す
る。
　サーバ１は、個人投資家Ｕにより作成されたテーマを受付ける。
　個人投資家Ｕは、投資家端末２を操作することにより、サーバ１によって管理されてい
る株式情報の中から、自身が作成したテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選
択する。
　サーバ１は、個人投資家Ｕによって選択された複数種類の株式の銘柄の組合せを受付け
、複数種類の株式の銘柄の組合せについての初期購入比率及び初期購入金額を演算する。
これにより、サーバ１は、初期の株式ポートフォリオを作成する。
　サーバ１は、作成した株式ポートフォリオを投資家端末２に表示させる制御を実行する
。
【００３２】
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　投資家端末２に表示される初期の株式ポートフォリオには、銘柄毎に「見通し」の初期
値が表示される。ここで、「見通し」とは、選択された銘柄を購入する意思の程度を示す
ものである。個人投資家Ｕは、銘柄毎の見通しを、投資家端末２を操作することにより、
購入意思の程度を選択することができる。
　サーバ１は、個人投資家Ｕにより銘柄毎の見通しが選択された場合、その選択を受付け
る。
　サーバ１は、その選択の内容に基づき購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより
、サーバ１は、初期購入比率及び初期購入金額を更新させることにより、株式ポートフォ
リオを更新する。
　サーバ１は、更新した株式ポートフォリオを投資家端末２に表示させる制御を実行する
。
【００３３】
　サーバ１は、所定の評価基準に基づき株式ポートフォリオ毎のリスクを評価し、評価結
果を数値化する。サーバ１は、数値化した評価結果を、リスクレベルとして投資家端末２
に表示させる。このとき、サーバ１によるリスクレベルの投資家端末２への表示方法は特
に限定されない。数値化された評価結果の数値をそのまま表示してもよいし、投資家Ｕが
視覚的に把握し易い図形を用いてリスクレベルを表示してもよい（例えば図１０の表示領
域Ｘに示されたリスクレベルの表示）。これにより、個人投資家Ｕは、株式ポートフォリ
オ毎の投資リスクを容易に把握することができる。
　なお、サーバ１におけるリスクレベルの評価方法は特に限定されない。例えばサーバ１
により記憶されている株式ポートフォリオに関する情報に基づき、特定の株式ポートフォ
リオについての評価を基準値とする相対評価によりリスクレベルを算出することもできる
。
【００３４】
　サーバ１は、株式ポートフォリオに関する情報を記憶し管理する。なお、株式ポートフ
ォリオに関する情報には、テーマに関する情報、銘柄に関する情報、過去のリターンに関
する情報、公開の有無に関する情報等を含めることもできる。
　サーバ１は、作成したテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオとを対象とす
る、個人投資家Ｕと他の個人投資家Ｕとの間の売買を管理する。
　即ち、個人投資家Ｕは、投資したいと考える複数種類の株式の銘柄の組合せについての
株式ポートフォリオと、これが紐付くテーマとを作成し、これらを他の個人投資家Ｕに対
し容易に売却することができる。また、個人投資家Ｕは、他の個人投資家Ｕによって作成
されたテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを購入することもできる。
【００３５】
　図３は、図２の情報処理システムのうちサーバ１のハードウェア構成を示すブロック図
である。
【００３６】
　サーバ１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０１と、
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０３と、バス１０４と、入出力インターフェース１０５と、出
力部１０６と、入力部１０７と、記憶部１０８と、通信部１０９と、ドライブ１１０と、
を備えている。
【００３７】
　ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２に記録されているプログラム、又は、記憶部１０８から
ＲＡＭ１０３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。
　ＲＡＭ１０３には、ＣＰＵ１０１が各種の処理を実行する上において必要なデータ等も
適宜記憶される。
【００３８】
　ＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２及びＲＡＭ１０３は、バス１０４を介して相互に接続され
ている。このバス１０４にはまた、入出力インターフェース１０５も接続されている。入
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出力インターフェース１０５には、出力部１０６、入力部１０７、記憶部１０８、通信部
１０９及びドライブ１１０が接続されている。
【００３９】
　出力部１０６は、ディスプレイやスピーカ等で構成され、各種情報を画像や音声として
出力する。
　入力部１０７は、キーボードやマウス等で構成され、各種情報を入力する。
【００４０】
　記憶部１０８は、ハードディスクやＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等で構成され、各種データを記憶する。
　通信部１０９は、インターネットを含むネットワークＮを介して他の装置（図２の例で
は投資家端末２）との間で通信を行う。
【００４１】
　ドライブ１１０には、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモ
リ等よりなる、リムーバブルメディア１２０が適宜装着される。ドライブ１１０によって
リムーバブルメディア１２０から読み出されたプログラムは、必要に応じて記憶部１０８
にインストールされる。
　また、リムーバブルメディア１２０は、記憶部１０８に記憶されている各種データも、
記憶部１０８と同様に記憶することができる。
【００４２】
　なお、図示はしないが、図１の情報処理システムの投資家端末２も、図３に示すハード
ウェア構成と基本的に同様の構成を有している。
【００４３】
　図４は、図３の情報処理システムのうちサーバ１のテーマ選択機能を発揮させるための
機能的構成の一例を示す機能ブロック図である。
【００４４】
　サーバ１のＣＰＵ１０１においては、ＤＢ管理部３０１と、選択テーマ取得部３０２と
、組合せ選択部３０３と、ポートフォリオ作成部３０４と、パターン取得部３０５と、表
示制御部３０６とが機能する。
　記憶部１０８（図３）の一領域には、株式ＤＢ４０１と、テーマＤＢ４０２とが設けら
れている。
【００４５】
　サーバ１において、ＤＢ管理部３０１は、１以上の株式情報を株式ＤＢ４０１に記憶さ
せて管理する。また、ＤＢ管理部３０１は、１以上のテーマ情報をテーマＤＢ４０２に記
憶させて管理する。
【００４６】
　選択テーマ取得部３０２は、個人投資家Ｕの操作に基づき投資家端末２によって選択さ
れたテーマを取得する。
　組合せ選択部３０３は、取得されたテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選
択する。具体的には、組合せ選択部３０３は、ＤＢ管理部３０１により管理されている株
式情報とテーマ情報とに基づいて、テーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択
する。
【００４７】
　ポートフォリオ作成部３０４は、組合せ選択部３０３により選択された複数種類の株式
の銘柄の組合せについて、銘柄毎の初期購入比率及び初期購入金額を演算する。
　ここで、ポートフォリオ作成部３０４は 、予め設定された１テーマあたりの金額の範
囲内で銘柄毎の初期購入金額を演算する。例えば、予め設定された１テーマあたりの金額
が１００，０００円である場合には、ポートフォリオ作成部３０４は 、銘柄毎の初期購
入金額の合計が１００，０００円以内となるように演算する。
　これにより、個人投資家Ｕは、自身の予算の範囲内で効率良く株式ポートフォリオを購
入することが可能となる。
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　また、ポートフォリオ作成部３０４は、後述するパターン取得部３０５により取得され
たパターンに基づき購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、初期購入比率及び
初期購入金額が更新される。
　即ち、ポートフォリオ作成部３０４は、銘柄毎の購入比率及び購入金額を演算すること
により、株式ポートフォリオを作成する。また、ポートフォリオ作成部３０４は、銘柄毎
の購入比率及び購入金額を演算し直すことにより、株式ポートフォリオを更新する。
【００４８】
　個人投資家Ｕは、投資家端末２を操作することにより、複数のパターンの中から１つの
パターンを選択することができる。
　パターン取得部３０５は、投資家端末２によって、複数のパターンの中から１つのパタ
ーンが選択された場合、選択されたパターンを取得する。
【００４９】
　表示制御部３０６は、ポートフォリオ作成部３０４により作成された株式ポートフォリ
オを投資家端末２に表示させる制御を実行する。具体的には、表示制御部３０６は、株式
ポートフォリオを構成する各銘柄と、その購入比率及び購入金額とが表示された表または
円グラフを投資家端末２に表示させる制御を実行する。
　また、表示制御部３０６は、複数のパターンを投資家端末２に表示させる制御を実行す
る。
　これにより、個人投資家Ｕは、自らの嗜好に合った購入比率及び購入金額のパターンを
容易に把握し選択することができる。
【００５０】
　次に、サーバ１が、テーマを取得してから投資家端末２において個人投資家Ｕが所望す
る株式の購入比率及び購入金額を出力させるまでの一連の処理（以下、「テーマ選択処理
」と呼ぶ）について説明する。
　図５は、サーバ１が実行するテーマ選択処理を説明するフローチャートである。
【００５１】
　ステップＳ１において、選択テーマ取得部３０２は、投資家端末２においてテーマを選
択する操作がなされたか否かを判定する。
　投資家端末２においてテーマを選択する操作がなされていない場合、ステップＳ１にお
いてＮＯであると判定され、処理はステップＳ１に戻される。即ち、投資家端末２におい
てテーマを選択する操作がなされるまでの間、ステップＳ１の判定処理が繰り返される。
その後、投資家端末２においてテーマを選択する操作がなされると、ステップＳ１におい
てＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ２に進む。
【００５２】
　ステップＳ２において、選択テーマ取得部３０２は、ステップＳ１における投資家端末
２によって選択されたテーマを取得する。
　ステップＳ３において、組合せ選択部３０３は、ＤＢ管理部３０１により管理されてい
る株式情報と、ステップＳ２の処理で取得されたテーマについてのテーマ情報とに基づい
て、そのテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。
【００５３】
　ステップＳ４において、ポートフォリオ作成部３０４は、ステップＳ３の処理で選択さ
れた、複数種類の株式の銘柄の組合せについて、初期購入比率及び初期購入金額を演算す
る。即ち、ポートフォリオ作成部３０４によって初期の株式ポートフォリオが作成される
。
　ステップＳ５において、表示制御部３０６は、ステップＳ４の処理で演算された結果で
ある初期購入比率及び初期購入金額を、投資家端末２に表示させる制御を実行する。即ち
、表示制御部３０６によって初期の株式ポートフォリオが投資家端末２に表示される。
【００５４】
　ステップＳ６において、表示制御部３０６は、複数のパターンを投資家端末２に表示さ
せる制御を実行する。
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　ステップＳ７において、パターン取得部３０５は、投資家端末２においてパターンを選
択する操作がなされたか否かを判定する。
　投資家端末２においてパターンを選択する操作がなされていない場合、ステップＳ７に
おいてＮＯであると判定され、処理は終了する。
　投資家端末２においてパターンを選択する操作がなされた場合、ステップＳ７において
ＹＥＳであると判定され、処理はステップＳ８に進む。
【００５５】
　ステップＳ８において、パターン取得部３０５は、ステップＳ７における投資家端末２
によって選択されたパターンを取得する。
　ステップＳ９において、ポートフォリオ作成部３０４は、ステップＳ８の処理で取得さ
れたパターンに基づき購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、初期購入比率及
び初期購入金額を更新する。即ち、ポートフォリオ作成部３０４は、初期の株式ポートフ
ォリオを更新する。
　ステップＳ１０において、表示制御部３０６は、ステップＳ９の処理で更新された株式
ポートフォリオを投資家端末２に表示させる制御を実行する。これにより処理は終了する
。
　このようにして、個人投資家Ｕは、投資家端末２を操作することにより、所望のテーマ
を選択するだけで、そのテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを、銘柄毎の
購入比率及び初期購入金額を自ら設定することをなく購入することができる。
【００５６】
　図６及び図７は、図５で説明したテーマ選択処理において投資家端末２に表示される画
面の一例を示す図である。
　図６は、個人投資家Ｕにテーマを選択させるために、投資家端末２に表示される画面の
一例である。
　投資家端末２には、図５のステップＳ１において個人投資家Ｕがテーマを選択し易いよ
うに、複数のテーマが、複数のカテゴリに分類され表示される。具体的な画面構成は、図
６に示すように、「最新のトピック」と、「ニュース」と、「投資家作成テーマ」と、「
みんなのテーマ」とに区分されたカテゴリの夫々が表示されたカテゴリ表示領域Ｃ１乃至
Ｃ３４で構成される。また、カテゴリ表示領域Ｃ１乃至Ｃ３４の夫々には、各カテゴリに
属する複数のテーマを示すボタンＴが表示される。
　例えば、「最新のトピック」を示すカテゴリ領域Ｃ１には、「ドローン」、「都知事選
挙」、「ゲーム」等のテーマを示すボタンＴが表示される。また、「ニュース」を示すカ
テゴリ領域Ｃ２には、「オリンピック」、「台風」、「地震」等のテーマを示すボタンＴ
が表示される。
　また、「投資家作成テーマ」を示すカテゴリ領域Ｃ３には、個人投資家Ｕが作成したテ
ーマを示すボタンＴが表示される。例えば「ＩｏＴ」、「甲子園」、「ハイブリッドカー
」等のテーマを示すボタンＴが表示される。なお、個人投資家Ｕによるテーマの作成につ
いては、図８乃至図１０を参照して後述する。
　また、「みんなのテーマ」を示すカテゴリ領域Ｃ４には、個人投資家Ｕによって応募さ
れた複数のテーマのうち、一般投票による得票数の多かったテーマについて、サーバ１に
より株式ポートフォリオが作成されたテーマを示すボタンＴが表示される。このとき、ボ
タンＴの内部に、リスクレベルと、過去のリターンとを表示させることもできる。具体的
には例えば、「イギリスＥＵ離脱」、「ＩｏＴ」、「ヨガ」等のテーマを示すボタンＴが
表示される。そして、「イギリスＥＵ離脱」を示すボタンＴの内部には、リスクレベルが
「高」であることを示す図形と、過去のリターンがここ１年で「＋４４．００％」である
ことを示す数値とが表示される。また、「ＩｏＴ」を示すボタンＴの内部には、リスクレ
ベルが「中」であることを示す図形と、過去のリターンがここ１年で「＋３２．８０％」
であることを示す数値とが表示される。また、「ヨガ」を示すボタンＴの内部には、リス
クレベルが「中」であることを示す図形と、過去のリターンがここ１年で「＋２９．３０
％」であることを示す数値とが表示される。
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　なお、投資家Ｕによるテーマの応募方法や、投資家Ｕにより応募された複数のテーマを
対象とした一般投票の方法ついては、図１１を参照して後述する。
【００５７】
　次に、個人投資家Ｕが、「最新のトピック」に属するテーマのうち「ドローン」をテー
マとして選択したケースについて、図５のテーマ選択処理と対応させながら説明する。
　個人投資家Ｕは、図５のステップＳ１において、テーマとしての「ドローン」（以下、
単に「ドローン」と呼ぶ）を選択する場合、図６の「最新トピック」を示すカテゴリ領域
Ｃ１に属する「ドローン」を示すボタンＴを押下する。
　「ドローン」を示すボタンＴが押下されると、図５のステップＳ２において、サーバ１
のテーマ取得部３０２は、「ドローン」を取得する。このとき、図５のステップＳ３にお
いて、組合せ選択部３０３は、「ドローン」に紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選
択する。次に、図５のステップＳ４において、ポートフォリオ作成部３０４は、「ドロー
ン」に紐付く複数種類の株式の銘柄についての初期購入比率及び初期購入金額を演算する
ことにより初期の株式ポートフォリオを作成する。
【００５８】
　次に、図５のステップＳ５において、表示制御部３０６は、作成された初期の株式ポー
トフォリオの内容を投資家端末２に表示させる制御を実行する。また、図５のステップＳ
６において、表示制御部３０６は、個人投資家Ｕの嗜好に合うパターンを選択させるため
のボタンを投資家端末２に表示させる。
　図７は、図５のステップＳ７において、個人投資家Ｕに対し、株式ポートフォリオの初
期値を確認させ、必要に応じて株式ポートフォリオを更新するためのパターンを選択させ
るために、投資家端末２に表示される画面の一例である。
　具体的な画面構成は、図７に示すように、表示領域Ｋと、表示領域Ｌと、表示領域Ｍと
、表示領域Ｆと、表示領域Ｑと、表示領域Ｒとで構成される。
【００５９】
　表示領域Ｋには、テーマが表示される。具体的には、「ドローン」を示す文字や画像が
表示される。また、カテゴリとは別に、予めテーマが属する分野を階層別に設け、「エネ
ルギー」、「テクノロジー」といったような、「ドローン」が属する分野を表示領域Ｋに
表示させることもできる。また、表示領域Ｋには、リスクレベル、過去のリターン、目安
となる運用期間を表示させることもできる。
　表示領域Ｌには、投資先となる企業の数と、テーマの説明文が表示される。具体的には
、「ドローン」に関連する企業の数と、「ドローン」についての簡単な説明文とが表示さ
れる。例えば「無人航空機（ドローン）に関連する企業１０社に投資します。無人航空機
（ドローン）は、もともと軍事用に開発されていましたが、最近では物流やエンターテイ
ンメントの世界でも活躍するようになりました。日本の市場規模は来年に１５億円、１０
年後には４００億円を超すという見方もあります。」といった文章がテーマと共に表示さ
れる。これにより、個人投資家Ｕは、投資先となる企業の数と、テーマの簡単な概要を把
握することができる。
【００６０】
　表示領域Ｍには、テーマの内訳を示す表が表示される。具体的には、「ドローン」に紐
付く株式ポートフォリオを構成する複数種類の株式の銘柄の内訳を示す表が表示される。
例えば、銘柄、購入比率、株数、購入金額を示す表が表示される。図７の例では、「ドロ
ーン」に紐付く１０種類の銘柄がポートフォリオ作成部３０４によって選択されている。
具体的には、銘柄「Ａ株式会社」は、購入比率がトップの「２６．２％」であり、株数が
「２８株」、購入金額が「２６，２６４円」であることがわかる。また、銘柄「Ｂ株式会
社」は、購入比率が２番目の「２４．９８％」であり、株数が「８０株」、購入金額が「
２５，０４０円」であることがわかる。また、銘柄「Ｃ株式会社」は、購入比率が３番目
の「１０．３４％」であり、株数が「６株」、購入金額が「１０，３６８円」であること
がわかる。なお、これら３種類の銘柄以外の７種類の銘柄（株式会社Ｄ社、株式会社Ｅ社
等）についての購入比率、株数、及び購入金額については、図７の表示領域Ｍに示されて
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いるとおりである。
　また、表示領域Ｆには、銘柄毎の購入比率が円グラフにより表示される。具体的には、
株式ポートフォリオを構成する銘柄毎の購入比率を円グラフ化したものと、「ドローン」
に紐付く株式ポートフォリオを購入した場合の投資金額小計、取引手数料、及びこれらの
金額の合計額（価格）とが表示される。
　これにより、個人投資家Ｕは、表示領域Ｍと表示領域Ｆに表示された内容を確認するこ
とにより、株式ポートフォリオにおける購入比率と、購入に必要となる費用を一見して把
握することができるため、これを投資の際の有用な判断材料とすることができる。
【００６１】
　表示領域Ｑには、複数のパターンが表示される。具体的には、図５のステップＳ７にお
いて、個人投資家Ｕの嗜好に合うパターンを選択させるための複数のボタンが表示される
。具体的には例えば、図７の例では、個人投資家Ｕの嗜好に合うパターンを選択させるた
めのボタンとして、４種類のパターンを示すボタンが表示領域Ｑに表示されている。
　即ち、個人投資家Ｕは、リスクとリターンとのバランスを重視したいと考えた場合には
、「バランス重視」というパターンのボタンを押下する。すると、図５のステップＳ８に
おいて、パターン取得部３０５は、選択された「バランス重視」というパターンを取得す
る。そして、図５のステップＳ９において、ポートフォリオ作成部３０４は、初期購入比
率及び初期購入金額を、「バランス重視」というパターンにおける、リスクとリターンと
のバランスを重視した思想に基づく購入比率及び購入金額に更新する。
　また、個人投資家Ｕは、リスクの小ささを重視したいと考えた場合には、「リスク最小
化」というパターンのボタンを押下する。すると、図５のステップＳ８において、パター
ン取得部３０５は、選択された「リスク最小化」というパターンを取得する。そして、図
５のステップＳ９において、ポートフォリオ作成部３０４は、初期購入比率及び初期購入
金額を、「リスク最小化」というパターンにおける、リスクを最小化することを重視した
思想に基づく購入比率及び購入金額に更新する。
　また、個人投資家Ｕは、銘柄の成長性を重視したいと考えた場合には、「成長性重視」
というパターンのボタンを押下する。すると、図５のステップＳ８において、パターン取
得部３０５は、選択された「成長性重視」というパターンを取得する。そして、図５のス
テップＳ９において、ポートフォリオ作成部３０４は、初期購入比率及び初期購入金額を
、「成長性重視」というパターンにおける、銘柄の成長性を重視した思想に基づく購入比
率及び購入金額に更新する。
　また、個人投資家Ｕは、銘柄の割安さを重視したいと考えた場合には、「割安さ重視」
というパターンのボタンを押下する。すると、図５のステップＳ８において、パターン取
得部３０５は、選択された「割安さ重視」というパターンを取得する。そして、図５のス
テップＳ９において、ポートフォリオ作成部３０４は、初期購入比率及び初期購入金額を
、「割安さ重視」というパターンにおける、銘柄の割安さを重視した思想に基づく購入比
率及び購入金額に更新する。
【００６２】
　このようにして、個人投資家Ｕが自身の嗜好に合ったパターンを選択した場合、ポート
フォリオ作成部３０４は、初期購入比率及び初期購入金額を、個人投資家Ｕの嗜好に合っ
たパターンに基づく購入比率及び購入金額に更新する。これにより、株式ポートフォリオ
が更新される。
　株式ポートフォリオが更新されると、図５のステップＳ１０において、表示制御部３０
６は、更新後の株式ポートフォリオを投資家端末２に表示させる制御を実行する。
【００６３】
　このように、個人投資家Ｕは、テーマを選択するだけで、テーマに沿った内容の複数種
類の株式の銘柄の組合せによる株式ポートフォリオを、銘柄毎の購入比率及び購入金額を
自ら設定することをなく購入することができる。
【００６４】
　表示領域Ｒには、操作用のボタンや個人投資家Ｕに関する情報等が表示される。具体的
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には例えば、表示領域Ｒには、個人投資家Ｕが株式ポートフォリオの購入に費やすことが
できる金額や、株式ポートフォリオの購入実績等を表示させることができる。
【００６５】
　次に、図８乃至１０を参照して、個人投資家Ｕがテーマを作成し、そのテーマと、その
テーマに紐付く株式ポートフォリオを売買する手法について説明する。
　図８は、図３のサーバ１のテーマ作成機能を発揮させるための機能的構成の一例を示す
機能ブロック図である。
【００６６】
　サーバ１のＣＰＵ１０１においては、図４に示す機能的構成と同様に、ＤＢ管理部３０
１と、ポートフォリオ作成部３０４と、表示制御部３０６とが機能する。図８に示す機能
的構成では、さらに、作成テーマ受付部３１０と、組合せ受付部３１１と、見通し受付部
３１２と、売買管理部３１３と、リスクレベル評価部３１４とが機能する。
【００６７】
　ＤＢ管理部３０１は、図４に示す機能的構成と同様に、１以上の株式情報を株式ＤＢ４
０１に記憶させて管理する。また、ＤＢ管理部３０１は、１以上のテーマ情報をテーマＤ
Ｂ４０２に記憶させて管理する。また、図８に示す機能的構成では、ＤＢ管理部３０１は
、さらに、１以上の株式ポートフォリオに関する情報をポートフォリオＤＢ４０３に記憶
させて管理する。
　作成テーマ受付部３１０は、個人投資家Ｕが投資家端末２を操作することによって作成
されたテーマを受付ける。なお、個人投資家Ｕがテーマを作成するための具体的な操作の
内容ついては、図１０を参照して後述する。
　組合せ受付部３１１は、株式ＤＢ４０１に記憶されている株式情報の中から個人投資家
Ｕによって選択された複数種類の株式の銘柄の組合せを受付ける。
【００６８】
　ポートフォリオ作成部３０４は、受付けられた複数種類の株式の銘柄の組合せについて
の初期購入比率及び初期購入金額を演算する。これにより、ポートフォリオ作成部３０４
は、初期の株式ポートフォリオを作成する。
　また、ポートフォリオ作成部３０４は、後述する見通し受付部３１２により銘柄毎の見
通しの選択が受付けられた場合、見通しに基づき購入比率及び購入金額を演算し直し、初
期購入比率及び初期購入金額を更新させる。これにより、ポートフォリオ作成部３０４は
、株式ポートフォリオを更新する。
【００６９】
　表示制御部３０６は、図４に示す機能的構成と同様に、ポートフォリオ作成部３０４に
よって作成された株式ポートフォリオを投資家端末２に表示させる制御を実行する。
　見通し受付部３１２は、個人投資家Ｕが投資家端末２を操作することにより銘柄毎の見
通しが選択された場合、選択された見通しを受付ける。なお、個人投資家Ｕが見通しを選
択する具体的方法については、図１０を参照して後述する。
【００７０】
　売買管理部３１３は、作成されたテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオと
を売買の対象とする個人投資家Ｕ間の売買を管理する。具体的には例えば、個人投資家Ｕ
１によって作成されたテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオとを、個人投資
家Ｕ１以外の個人投資家Ｕ２乃至Ｕｎが操作する投資家端末２－２乃至２－ｎにも表示さ
せる制御を実行する。これにより、個人投資家Ｕ２乃至Ｕｎは、個人投資家Ｕ１によって
作成されたテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオとを購入することができる
。同様に、個人投資家Ｕ１は、個人投資家Ｕ２乃至Ｕｎによって作成されたテーマと、そ
のテーマに紐付く株式ポートフォリオとを購入することができる。
【００７１】
　リスクレベル評価部３１４は、所定の評価基準に基づき株式ポートフォリオ毎のリスク
を評価し、評価結果を数値化する。表示制御部３０６は、数値化された評価結果をリスク
レベルとして投資家端末２に表示させる。なお、リスクレベル評価部３１４によるリスク
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レベルの評価方法は特に限定されない。例えばポートフォリオＤＢ４０３に記憶された複
数の株式ポートフォリオに関する情報のうち、特定の株式ポートフォリオについての評価
を基準値とする相対評価によって算出することもできる。
　これにより、個人投資家Ｕは、株式ポートフォリオ毎の投資リスクを容易に把握するこ
とができる。
【００７２】
　次に、サーバ１が、個人投資家Ｕの操作に基づき、投資家端末２によって作成されたテ
ーマを受付けてから投資家端末２において個人投資家Ｕが作成したいと考えるテーマと、
そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを出力させるまでの一連の処理（以下、「テーマ
作成処理」と呼ぶ）について説明する。
　図９は、サーバ１が実行するテーマ作成処理を説明するフローチャートである。
【００７３】
　ステップＳ２１において、作成テーマ受付部３１０は、投資家端末２においてテーマを
作成する操作がなされたか否かを判定する。
　投資家端末２においてテーマを作成する操作がなされていない場合、ステップＳ２１に
おいてＮＯであると判定され、処理はステップＳ２１に戻される。即ち、投資家端末２に
おいてテーマを作成する操作がなされるまでの間、ステップＳ２１の判定処理が繰り返さ
れる。その後、投資家端末２においてテーマを作成する操作がなされると、ステップＳ２
１においてＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ２２に進む。
【００７４】
　ステップＳ２２において、作成テーマ受付部３１０は、ステップＳ２１における投資家
端末２の操作により作成されたテーマを受付ける。
　ステップＳ２３において、組合せ受付部３１１は、投資家端末２において複数の株式の
銘柄を選択する操作がなされたか否かを判定する。
　投資家端末２において複数の株式の銘柄を選択する操作がなされていない場合、ステッ
プＳ２３においてＮＯであると判定され、処理はステップＳ２３に戻される。即ち、投資
家端末２において複数の株式の銘柄を選択する操作がなされるまでの間、ステップＳ２３
の判定処理が繰り返される。その後、投資家端末２において複数の株式の銘柄を選択する
操作がなされると、ステップＳ２３においてＹＥＳであると判定されて、処理はステップ
Ｓ２４に進む。
【００７５】
　ステップＳ２４において、ポートフォリオ作成部３０４は、ステップＳ２２の処理で受
付けられた、複数の株式の銘柄の組合せについて、初期購入比率及び初期購入金額を演算
する。即ち、ポートフォリオ作成部３０４は、初期の株式ポートフォリオを作成する。
　ステップＳ２５において、表示制御部３０６は、ステップＳ２２の処理で作成された初
期購入比率及び初期購入金額を投資家端末２に表示させる制御を実行する。即ち、表示制
御部３０６は、初期の株式ポートフォリオを投資家端末２に表示させる制御を実行する。
このとき、投資家端末２に表示される株式ポートフォリオには、個人投資家Ｕに銘柄毎の
見通しを選択させるためのボタンが表示される。なお、個人投資家Ｕに銘柄毎の見通しを
選択させるためのボタンの具体的内容は、図１０を参照して後述する。
【００７６】
　ステップＳ２６において、見通し受付部３１２は、投資家端末２において銘柄毎の見通
しを選択する操作がなされたか否かを判定する。
　投資家端末２において銘柄毎の見通しを選択する操作がなされていない場合、ステップ
Ｓ２６においてＮＯであると判定され、処理は終了する。この場合、投資家端末２に表示
された株式ポートフォリオの内容は初期値のままである。
　投資家端末２において銘柄毎の見通しを選択する操作がなされた場合、ステップＳ２６
においてＹＥＳであると判定され、処理はステップＳ２７に進む。
【００７７】
　ステップＳ２７において、見通し受付部３１２は、個人投資家Ｕが投資家端末２を操作
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することにより見通しが選択された場合に、選択結果を受付ける。
　ステップＳ２８において、ポートフォリオ作成部３０４は、ステップＳ２２の処理で受
付けられた見通しの選択結果に基づいて購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより
、ポートフォリオ作成部３０４は、株式ポートフォリオの初期購入比率及び初期購入金額
を更新する。
　ステップＳ２９において、表示制御部３０６は、ステップＳ２２の処理で更新された株
式ポートフォリオを投資家端末２に表示させる制御を実行する。これにより処理は終了す
る。
【００７８】
　次に、個人投資家Ｕがテーマを作成するための具体的な操作の内容について、投資家端
末２に表示される画面の例を参照し、図９のテーマ作成処理と対応させながら説明する。
　図１０は、図９のステップＳ２１において個人投資家Ｕが容易にテーマを作成できるよ
うにするために、投資家端末２に表示される画面の一例を示す図である。
【００７９】
　具体的な画面構成は、図１０に示すように、表示領域Ｖと、表示領域Ｗと、表示領域Ｘ
と、表示領域Ｙと、表示領域Ｚとで構成される。
　表示領域Ｖには、図９のステップＳ２１において、個人投資家Ｕがテーマの基本情報を
入力するための入力欄等が表示される。具体的は、表示領域Ｖには、テーマ名を入力する
欄と、テーマが属するカテゴリを選択するボタンと、個人投資家Ｕが所定のテーマとその
テーマに紐付く株式ポートフォリオを購入するために費やすことのできる金額を入力する
欄（テーマ１つあたりの金額の欄）と、テーマについての簡単な説明を入力する欄と、テ
ーマを示す画像をアップロードするための欄とが表示される。
　個人投資家Ｕは、表示領域Ｖの基本情報を入力することにより、テーマを作成する。具
体的には、個人投資家Ｕは、例えば「ＩｏＴ」をテーマとし、テーマ１つあたりの購入金
額を「１００，０００円」としたいと考えた場合には、投資家端末２を操作することによ
り、以下のような入力を行うこととなる。即ち、個人投資家Ｕは、テーマ名の欄には「Ｉ
ｏＴ」を入力し、テーマ１つあたりの金額の欄には「１００，０００」を入力し、説明文
の欄にはＩｏＴについての簡単な説明を入力する。また、個人投資家Ｕは、テーマ「Ｉｏ
Ｔ」が属するカテゴリの選択と、テーマを示す画像のアップロードとをすることもできる
。このとき、図９のステップＳ２２において、作成テーマ受付部３１０は、個人投資家Ｕ
によって作成されたテーマを受付ける。
　このようにして、個人投資家Ｕは、オリジナルのテーマを作成することができる。なお
、この時点ではテーマに対し複数種類の株式の銘柄が紐付いていないため、まだ株式ポー
トフォリオは作成されていない。
【００８０】
　表示領域Ｗには、個人投資家Ｕによって選択された銘柄の一覧が表示される。個人投資
家Ｕは、テーマ「ＩｏＴ」に紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。具体的に
は、個人投資家Ｕは、表示領域Ｗに表示された「銘柄を追加」の欄にキーワードを入力す
ることにより、入力されたキーワードに紐付く銘柄を選択し追加する。このとき、図９の
ステップＳ２３において、組合せ受付部３１１は、個人投資家Ｕによって選択された複数
の銘柄の組合せを受付ける。これにより、個人投資家Ｕは、自身が投資したいと考える複
数の株式の銘柄を自由に選択し追加することができる。
　例えば表示領域Ｗに表示された「選択した銘柄一覧」の例では、個人投資家Ｕによって
以下の９種類の銘柄が選択されている。
　即ち、識別コードが「６７０１」、名称が「Ａ株式会社」という銘柄と、識別コードが
「６７０２」、名称が「Ｂ株式会社」という銘柄と、識別コードが「７０１３」、名称が
「Ｃ株式会社」という銘柄と、識別コードが「６３０１」、名称が「Ｄ株式会社」という
銘柄と、識別コードが「７９１１」、名称が「Ｅ株式会社」という銘柄と、識別コードが
「６７２４」、名称が「Ｆ株式会社」という銘柄と、識別コードが「４２０５」、名称が
「Ｇ株式会社」と、識別コードが「７４２２」、名称が「Ｈ株式会社」と、識別コードが
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「５６３２」、名称が「Ｉ株式会社」という銘柄とが選択されている。
　なお、表示領域Ｗに示すように、選択された銘柄を削除するための削除ボタンを設ける
ことができる。これにより、個人投資家Ｕは、銘柄を適宜追加または削除することができ
る。
【００８１】
　個人投資家Ｕによって複数種類の株式の銘柄の組合せが選択されると、図９のステップ
Ｓ２４において、ポートフォリオ作成部３０４は、初期購入比率及び初期購入金額を演算
する。そして、図９のステップＳ２５において、表示制御部３０６は、投資家端末２に初
期の株式ポートフォリオを表示させる制御を実行する。具体的には、表示領域Ｗの「選択
した銘柄一覧」の「株数」の欄に、初期購入比率に基づく株数が表示され、「購入金額」
の欄に、銘柄毎の初期購入金額が表示される。
　図１０に示す例では、銘柄「Ａ株式会社」は、株数が「１８０株」、購入金額が「１２
，６８４円」と表示される。銘柄「Ｂ株式会社」は、株数が「１３０株」、購入金額が「
３，１６０円」と表示される。銘柄「Ｃ株式会社」は、株数が「１００株」、購入金額が
「６，３６０円」と表示される。銘柄「Ｄ株式会社」は、株数が「８０株」、購入金額が
「２，１３０円」と表示される。銘柄「Ｅ株式会社」は、株数が「７０株」、購入金額が
「４，２２６円」と表示される。銘柄「Ｆ株式会社」は、株数が「４０株」、購入金額が
「２，１３０円」と表示される。銘柄「Ｇ株式会社」は、株数が「６０株」、購入金額が
「３，１６０円」と表示される。銘柄「Ｈ株式会社」は、株数が「３０株」、購入金額が
「２，１２３円」と表示される。銘柄「Ｉ株式会社」は、株数が「３０株」、購入金額が
「２，１２０円」と表示される。
【００８２】
　表示領域Ｘには、株式ポートフォリオを構成する各銘柄と、その銘柄毎の購入比率とが
表示された円グラフが表示される。また、表示領域Ｘに表示された円グラフの下には、リ
スクレベルを示す図形が表示される。図１０に示す例では、リスクレベルは「中」となっ
ている。また、購入比率が一番高い銘柄「Ａ株式会社」の購入比率は「３３．３％」であ
る。２番目に購入比率が高い銘柄「Ｃ株式会社」の購入比率は「１６．７％」である。３
番目に購入比率が高い銘柄「Ｅ株式会社」の購入比率は「１１．１％」である。その他の
銘柄の購入比率は表示領域Ｘに表示された円グラフに示すとおりである。
　これにより、個人投資家Ｕは、自身が作成した株式ポートフォリオの購入比率と、株式
ポートフォリオの購入金額と、投資リスクのレベルとを容易に把握することができる。
【００８３】
　投資家端末２に初期の株式ポートフォリオが表示されると、図９のステップＳ２６にお
いて、個人投資家Ｕは、株式ポートフォリオを構成する銘柄毎に見通しを選択することが
できる。具体的には、個人投資家Ｕは、表示領域Ｗの「選択した銘柄一覧」のうち「見通
し」の欄の選択ボタンを押下することにより、銘柄毎の見通しを選択することができる。
例えば「強気」、「やや強気」、「ふつう」といった銘柄毎の見通しを選択することがで
きる。
　個人投資家Ｕが投資家端末２を操作することにより見通しが選択されると、図９のステ
ップＳ２７において、見通し受付部３１１は、個人投資家Ｕによる見通しを選択する操作
を受付ける。具体的には、個人投資家Ｕは、銘柄毎の見通しを選択した後に、表示領域Ｘ
の円グラフの下に表示された「ポートフォリオを最適化する」というボタンを押下する。
これにより、見通し受付部３１１は、個人投資家Ｕによる見通しを選択する操作を受付け
る。そして、図９のステップＳ２８において、ポートフォリオ作成部３０４は、選択され
た見通しに基づき購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、株式ポートフォリオ
が更新される。例えば見通しとして「強気」が選択された銘柄については、購入比率及び
購入金額が比較的高く設定されることとなる。
【００８４】
　また、個人投資家Ｕは、リスクを最小化したい場合、リスクを最小化するという思想に
基づく購入比率及び購入金額に初期購入比率及び初期購入金額を更新することもできる。
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この場合、個人投資家Ｕは、表示領域Ｘの円グラフの下に配置された「リスクを最小化す
る」というボタンを押下する。このとき、ポートフォリオ作成部３０４は、投資リスクが
最も低くなるように購入比率及び購入金額を演算し直すことにより株式ポートフォリオを
更新する。
　このようにして、個人投資家Ｕは、銘柄毎の株式数を考慮することなく、簡単な操作を
行うことにより、自身が所望するリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成
することができる。
【００８５】
　表示領域Ｙには、過去のリターンが表示される。図１０の表示領域Ｙに例示するように
、「過去のリターン」として、過去の株式ポートフォリオ毎の投資リターンを時系列的に
折れ線グラフで表示させることができる。図１０の例では、縦軸がテーマ「ＩｏＴ」のこ
こ１ヶ月の投資リターンとなっており、横軸が時間となっている。また、図１０に例示す
るように、折れ線グラフに日経平均の投資リターンを併記させたり、ここ１年の投資リタ
ーン（図１０に示す例では－２５．４０％）、ここ１ヶ月の投資リターン（図１０に示す
例では＋１．００％）、前日と比較した場合の投資リターン（図１０に示す例では＋０．
１３％）を数値で表示させたりすることもできる。
【００８６】
　表示領域Ｚには、テーマの取り扱いについての選択ボタンが表示される。
　個人投資家Ｕは、自身が作成したテーマ「ＩｏＴ」に紐付く株式ポートフォリオを、他
の個人投資家Ｕに対し公開するかどうかを選択することができる。具体的には、個人投資
家Ｕは、表示領域Ｚに表示された「公開しない」ボタンと「公開する」ボタンとのうちい
ずれか一方を押下する。個人投資家Ｕにより「公開しない」ボタンが押下された場合、個
人投資家Ｕによって作成されたテーマ「ＩｏＴ」に紐付く株式ポートフォリオは、他の個
人投資家Ｕには公開されない。一方、個人投資家Ｕにより「公開する」ボタンが押下され
た場合、個人投資家Ｕによって作成されたテーマ「ＩｏＴ」に紐付く株式ポートフォリオ
は、他の個人投資家Ｕに公開され、個人投資家Ｕ間における売買の対象となる。
【００８７】
　また、個人投資家Ｕは、自身が作成したテーマ「ＩｏＴ」に紐付く株式ポートフォリオ
を、自ら購入することもできる。具体的には、個人投資家Ｕは、表示領域Ｚに表示された
「購入する」ボタンを押下することにより、自身が作成したテーマ「ＩｏＴ」に紐付く株
式ポートフォリオを購入することができる。
【００８８】
　また、個人投資家Ｕは、作成中のテーマ「ＩｏＴ」に紐付く株式ポートフォリオを、下
書き保存することもできる。具体的には、個人投資家Ｕは、表示領域Ｚに表示された「下
書き保存」ボタンを押下することにより、作成中のテーマ「ＩｏＴ」に紐付く株式ポート
フォリオを下書き保存することができる。このとき、テーマ「ＩｏＴ」に紐付く株式ポー
トフォリオは、サーバ１のポートフォリオＤＢ４０３に記憶される。
　このようにして、個人投資家Ｕは、銘柄毎の株式数を考慮することなく、簡単な操作を
行うことにより、自身が所望するリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成
し、これを売買の対象とすることができる。
【００８９】
　また、個人投資家Ｕは、自身のアイデアに基づく新しいテーマを、サービス提供者Ｐに
対し応募することができる。この場合、サービス提供者Ｐは、個人投資家Ｕにより応募さ
れたテーマ（以下「応募テーマ」と呼ぶ）を一般投票の対象とすることができ、一般投票
において得票数が多かった応募テーマに紐付く株式ポートフォリオを作成することができ
る。
　図１１は、個人投資家Ｕが自身のアイデアに基づくテーマを応募する際に投資家端末２
に表示される画面の一例を示す図である。
【００９０】
　具体的な画面構成は、図１１に示すように、表示領域Ｄと、表示領域Ｅとで構成される
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。
　表示領域Ｄには、個人投資家Ｕが自身のアイデアに基づくテーマを応募することができ
る期間と、応募された複数の応募テーマを対象とする一般投票が行われる期間と、一般投
票の結果が発表される期日とが表示される。具体的には例えば、個人投資家Ｕが自身のア
イデアに基づくテーマを応募することができる期間である「アイデア募集」の期間を「９
／１～２０」とすることができる。また、応募テーマを対象とする一般投票が行われる期
間である「投票タイム」の期間を「９／２１～３０」とし、一般投票の結果が発表される
期日である「結果発表」の期日を「１０／１」とすることができる。
　個人投資家Ｕは、投資家端末２を操作することにより、サービス提供者Ｐが管理するサ
ーバ１に対し、「９／１～２０」の期間中に自身のアイデアに基づくテーマを応募する。
そして、サーバ１は、「９／２１～３０」の期間中に、応募テーマを対象とする一般投票
を実施し、一般投票の結果を「１０／１」に発表する。なお、一般投票の実施方法は特に
限定されない。例えば、インターネット上に所定の一般投票用のＷｅｂサイトを設けるこ
とにより一般投票を実施してもよい。
【００９１】
　表示領域Ｅには、個人投資家Ｕが応募しようとするテーマを入力する欄が表示される。
具体的には例えば、応募しようとするテーマのテーマ名を入力する欄と、そのテーマにつ
いてのコメントを入力する欄と、そのテーマを応募するためのボタンとが表示される。
　個人投資家Ｕは、表示領域Ｅに表示されたこれらの入力欄に、応募しようとするテーマ
のテーマ名と、そのテーマについてのコメントを入力し、そのテーマを応募するためのボ
タンを押下する。これにより、個人投資家Ｕにより応募された応募テーマは、投資家端末
２からサーバ１に対し送信されることとなる。
　サーバ１は、投資家端末２から送信された応募テーマを取得し、上述した一般投票を実
施する。具体的には、応募テーマは、図示はしないが、サーバ１が備える応募テーマ取得
部によって取得される。また、応募テーマ取得部により取得された複数の応募テーマは、
図示はしないが、サーバ１が備える一般投票実施部によって実施される一般投票の対象と
なる。
　サーバ１の一般投票実施部により実施された一般投票で所定の得票数を獲得した応募テ
ーマは、サーバ１のポートフォリオ作成部３０４により株式ポートフォリオが作成され、
投資家端末２に表示される。具体的には、図６に示すカテゴリ表示領域Ｃ４に「みんなの
テーマ」として表示される。これにより、一般投票で所定の得票数を獲得した応募テーマ
を応募した個人投資家Ｕは、例えば、他の法律上の規制等がなければ、その応募テーマに
紐付く株式ポートフォリオを他の個人投資家Ｕに売却することもできるし、その応募テー
マと、その応募テーマに紐付く株式ポートフォリオを自ら購入することもできるようにな
る。
　また例えば、サービス提供者Ｐが、その応募テーマ自体又はそれに基づくテーマに基づ
く他株式ポートフォリオを他の個人投資家Ｕに売却してもよい。この場合、サービス提供
者Ｐは、一般投票で所定の得票数を獲得した応募テーマを応募した個人投資家Ｕに対して
、その利益の一部を還元してもよい。また例えば、サービス提供者Ｐは、当該個人投資家
Ｕがあえて何もできないようにしてもよい。
【００９２】
　また、上述の例では、各個人投資家Ｕが応募テーマを自由に選んだが、特にこれに限定
されず、例えば、サービス提供者Ｐがある程度の基準や範囲を決定して、各個人投資家Ｕ
は、その基準や範囲内の中で応募テーマを選んでもよい。具体的には例えば、サービス提
供者Ｐは、企業等を一定の範囲から選ばすフォーマットを予め用意して、各個人投資家Ｕ
は、そのフォーマットを用いて企業等を選び、その選んだ企業等を含むテーマを応募テー
マとして申し込んでもよい。
【００９３】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上述の実施形態に限定され
るものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるも
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のである。
【００９４】
　例えば、上述した実施形態では、株式ポートフォリオを構成する複数種類の株式の銘柄
は、単元未満株を前提として説明しているが、単元未満株である必要はなく、単元株であ
ってもよい。
　また、上述した実施形態では、個人投資家に対するサービスの提供を前提として説明い
るが、個人投資家に限らず、サービスの提供先に機関投資家を含めてもよい。
　また、図６に示す投資家端末２に表示される画面構成は、あくまでも例示であり、図６
の例に限定されない。例えば図６に例示した「最新トピック」、「ニュース」、「投資家
作成テーマ」以外のカテゴリを採用することもできる。
【００９５】
　また、図７及び図１０に示す投資家端末２に表示される画面構成は、あくまでも例示で
あり、図７及び図１０の例に限定されない。図７及び図１０に例示した画面構成以外の画
面構成を採用することもできる。例えば、図１０の例では、個人投資家Ｕは、表示領域Ｗ
の「削除」ボタンを押下することにより選択した銘柄を「選択した銘柄一覧」から削除す
ることができるが、「削除」ボタンを設けずに、銘柄を一覧に表示させるか否かを選択す
るボタン（表示のＯＮ／ＯＦＦ機能）を設けてもよい。
　また、図７及び図１０では、ポートフォリオを構成する各銘柄とその購入比率及び購入
金額を一覧表及び円グラフで表示させているが、特に実施形態に限定されず、ポートフォ
リオを構成する各銘柄とその購入比率及び購入金額とが表示されれば、その表示形態は問
わない。
【００９６】
　また、上述した実施形態では、テーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを売
買の対象とする手法を説明したが、売買に限らず、例えばテーマと、そのテーマに紐付く
株式ポートフォリオをギフトカード等の形態で他人へのプレゼントの対象とすることもで
きる。なお、テーマとそのテーマに紐付く株式ポートフォリオに限らず、単元株、単元未
満株の単位でもギフトカード等の形態で他人へのプレゼントの対象とすることができる。
　また、上述した実施形態では、初期購入比率及び初期購入金額は、図７に示す４種類の
パターンを示すボタンが押下されることにより、個人投資家Ｕの嗜好に合った購入比率及
び購入金額に更新される。ただし、パターンは４種類に限定されない。例えば、個人投資
家Ｕが許容できるリスクを、バー形式で入力できるようにしてもよいし、数字（例えば０
乃至１００等）で入力できるようにしてもよい。
　また、上述した実施形態では、個人投資家Ｕによって作成されたテーマに基づく演算結
果である初期購入比率及び初期購入金額は、個人投資家Ｕが許容できるリスクに合わせて
、個人投資家Ｕが図１０の表示領域Ｗに示す銘柄毎の「見通し」を選択することにより更
新される。ただし、初期購入比率及び初期購入金額を更新させる方法は特に限定されない
。例えば、個人投資家Ｕが許容できるリスクを、バー形式で入力できるようにしてもよい
し、数字（例えば０乃至１００等）で入力できるようにしてもよい。
【００９７】
　また、上述した実施形態では、株式ポートフォリオを構成する銘柄の購入比率及び購入
金額は、個人投資家Ｕのリスク許容度や銘柄の成長性に基づいて更新される。ただし、個
人投資家Ｕのリスク許容度や銘柄の成長性に限定されることなく、例えば個人投資家Ｕが
５年後に達成していたい資産額に合わせて購入比率及び購入金額を更新されるようにする
こともできる。これにより、個人投資家Ｕは、株式投資における将来の目標を明確化させ
ながらテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを購入することができる。
　また、上述した実施形態では、個人投資家Ｕによって選択されたテーマに基づき複数種
類の株式の銘柄がサーバ１により自動的に選択されるが、自動的に選択されずに個人投資
家Ｕが任意に銘柄や株数を指定できるようにしてもよい。
　また、上述した実施形態では、個人投資家Ｕによって選択された複数種類の株式の銘柄
の購入比率及び購入金額は、サーバ１によって自動的に演算されるが、個人投資家Ｕが任
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意に株数を指定できるようにしてもよい。
【００９８】
　さらにいえば、上述の実施形態では、株式ポートフォリオを対象にしたが、特にこれに
限定されず、本発明は金融商品一般等その他投資対象となり得る商品に適用することがで
きる。
　ここで、金融商品としては、例えば日本国でいえば、金融商品取引業の第１種及び第２
種、保険法に定められている保険商品を含む。具体的には例えば、有価証券、みなし有価
証券、ＥＴＦ（上場投資信託）、ＲＩＥＴ（不動産投資信託）、デリバティブ、クラウド
ファンディング、債券、為替、コモディティ（石油等）、生命保険、損害保険、第三分野
保険等が金融商品に含まれる。
　その他投資対象となり得る商品としては、例えば仮想通貨等が存在する。
【００９９】
　また例えば、図３に示すハードウェア構成は、本発明の目的を達成するための例示に過
ぎず、特に限定されない。
【０１００】
　また、図４及び図８に示す機能ブロック図は、例示に過ぎず、特に限定されない。即ち
、上述した一連の処理を全体として実行できる機能が情報処理装置に備えられていれば足
り、この機能を実現するためにどのような機能ブロックを用いるのかは、特に図４及び図
８の例に限定されない。
【０１０１】
　また、機能ブロックの存在場所も、図４及び図８に限定されず、任意でよい。
　また、１つの機能ブロックは、ハードウェア単体で構成してもよいし、ソフトウェア単
体で構成してもよいし、それらの組み合わせで構成してもよい。
　例えばサーバ１のＤＢ管理部３０１等の少なくとも一部の機能を投資家端末２に移譲さ
せることもできる。
【０１０２】
　各機能ブロックの処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを
構成するプログラムが、コンピュータ等にネットワークや記録媒体からインストールされ
る。
　コンピュータは、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータであってもよい
。また、コンピュータは、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実
行することが可能なコンピュータ、例えばサーバの他汎用のスマートフォンやパーソナル
コンピュータであってもよい。
【０１０３】
　このようなプログラムを含む記録媒体は、各個人投資家にプログラムを提供するために
装置本体とは別に配布される、リムーバブルメディアにより構成されるだけではなく、装
置本体に予め組み込まれた状態で各個人投資家に提供される記録媒体等で構成される。
【０１０４】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、そ
の順序に添って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくと
も、並列的或いは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１０５】
　例えば上述の図５のテーマ選択処理では、投資家端末２において、初期の株式ポートフ
ォリオの表示（ステップＳ５）の後に、パターンの表示（ステップＳ６の）が行われる。
　しかしながら、投資家端末２においてパターンが選択されたか否かの判定時点（ステッ
プＳ７の判定時点）で、初期の株式ポートフォリオの表示及びパターンの表示がなされて
いれば足り、初期の株式ポートフォリオの表示とパターンの表示との各タイミングは特に
限定されない。
　例えば、投資家端末２において、パターンが表示された後に初期の株式ポートフォリオ
の表示がなされてもよい。また、パターンの表示と初期の株式ポートフォリオの表示とは
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夫々並列的（同時）に行われてもよい。なお、通常は、パターンと初期の株式ポートフォ
リオとは、同一画面上で同時に表示される。
【０１０６】
　また、本明細書において、システムの用語は、複数の装置や複数の手段等より構成され
る全体的な装置を意味するものである。
【０１０７】
　以上まとめると、本発明が適用される情報処理装置は、次のような構成を取れば足り、
各種各様な実施形態を取ることができる。
　即ち、本発明が適用される情報処理装置（例えば図４のサーバ１）は、
　ユーザ（例えば図２の個人投資家Ｕ１乃至Ｕｎ）により選択されたテーマを取得する取
得手段（例えば図４のテーマ取得部３０２）と、
　取得された前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せを選択する選択手段
（例えば図４の組合せ選択部３０３）と、
　選択された前記組合せ毎に、前記金融商品の銘柄毎の購入比率の初期値を演算する初期
演算手段（例えば図４のポートフォリオ作成部３０４）と、
　複数の購入比率のパターンのうち、ユーザにより選択されたパターンを取得するパター
ン取得手段（例えば図４のパターン取得部３０５）と、
　取得された前記パターンに基づき前記購入比率を更新する更新手段（例えば図４のポー
トフォリオ作成部３０４）と、
　を備える。
　これにより、例えば投資家（ユーザ）は、自身の嗜好に合ったテーマを選択するだけで
、テーマと、そのテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せによる株式ポートフォリ
オ（金融商品の銘柄の組合せの一例）を、銘柄毎の購入比率を自ら設定することをなく購
入することができる。以下
【０１０８】
　また、前記複数のパターンのうち少なくとも１つは、所定の思想に基づき予め設定され
ることができる。
　これにより、投資家は、自身の嗜好に合う株式ポートフォリオの構成を選択することが
できる。
【０１０９】
　また、前記複数のパターンのうち少なくとも１つは、リスクとリターンとのバランスに
基づき予め設定されることができる。
　これにより、投資家は、自身のリスク許容度の範囲内で、最大のリターンが期待できる
株式ポートフォリオの構成を選択することができる。
【０１１０】
　また、前記更新手段は、
　金融商品の銘柄毎に入力されたリスク許容度の組合せに基づき前記購入比率を更新する
ことができる。
　これにより、投資家は、自身の嗜好に合うテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフ
ォリオを購入することができる。
【０１１１】
　また、前記株式は、単元未満株とすることができる。
　これにより、投資家は、少額からの分散投資が可能となる。
【０１１２】
　また、本発明が適用される情報処理装置（例えば図８のサーバ１）は、
　ユーザにより作成されたテーマを受付けるテーマ受付手段（例えば図８のテーマ受付部
３１０）と、
　前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せの選択を受付ける組合せ受付手
段（例えば図８の組合せ受付部３１１）と、
　受付けられた前記組合せ毎に、前記金融商品の銘柄毎の購入比率を演算し、前記テーマ
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に紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せによるポートフォリオを作成するポートフォ
リオ作成手段（例えば図８のポートフォリオ作成部３０４）と、
　を備える。
　これにより、例えば投資家（ユーザ）は、銘柄毎の株式数や金額を考慮することなく、
簡単な操作を行うことにより、株式ポートフォリオ（金融商品の銘柄のポートフォリオの
一例）を作成することができる。
【０１１３】
　また、前記金融商品の銘柄毎に、ユーザによる見通しを受付ける見通し受付手段（例え
ば図８の見通し受付部３１２）と、
　受付けられた前記見通しに基づき前記購入比率を更新する更新手段（例えば図８のポー
トフォリオ作成部３０４）と、
　をさらに備えることができる。
　これにより、投資家は、銘柄毎の株式数を考慮することなく、簡単な操作を行うことに
より、自身が所望するリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成することが
できる。
【０１１４】
　また、前記テーマに基づき作成された前記株式ポートフォリオを、前記ユーザとそれ以
外のユーザとの間における売買の対象として、前記それ以外のユーザに公開する公開手段
（例えば図８の売買管理部３１３）をさらに備えることができる。
　これにより、投資家は、銘柄毎の株式数を考慮することなく、簡単な操作を行うことに
より、自身が所望するリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成し、これを
売買の対象とすることができる。
【０１１５】
　また、前記それ以外のユーザは、前記ユーザによって公開された前記ポートフォリオを
購入することができる、
　これにより、投資家は他の投資家によって作成されたテーマと、そのテーマに紐付く株
式ポートフォリオを購入することができる。
【０１１６】
　また、前記株式は、単元未満株とすることができる。
　これにより、投資家は、少額からの分散投資が可能となる。
【符号の説明】
【０１１７】
　１・・・　サーバ
　２，２－１，２－ｎ・・・　投資家端末
　１０１・・・　ＣＰＵ
　１０２・・・　ＲＯＭ
　１０３・・・　ＲＡＭ
　１０４・・・　バス
　１０５・・・　入出力インターフェース
　１０６・・・　出力部
　１０７・・・　入力部
　１０８・・・　記憶部
　１０９・・・　通信部
　１１０・・・　ドライブ
　１２０・・・　リムーバブルメディア
　３０１・・・　ＤＢ管理部
　３０２・・・　選択テーマ取得部
　３０３・・・　組合せ選択部
　３０４・・・　ポートフォリオ作成部
　３０５・・・　パターン取得部
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　３０６・・・　表示制御部
　３１０・・・　作成テーマ受付部
　３１１・・・　組合せ受付部
　３１２・・・　見通し受付部
　３１３・・・　売買管理部
　３１４・・・　リスクレベル評価部
　４０１・・・　株式ＤＢ
　４０２・・・　テーマＤＢ
　４０３・・・　ポートフォリオＤＢ
　Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３・・・　カテゴリ表示領域
　Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｋ，Ｌ，Ｍ，Ｑ，Ｒ，Ｖ，Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚ・・・　表示領域
　Ｎ・・・　ネットワーク
　Ｐ・・・　サービス提供者
　Ｓ・・・　証券会社
　Ｔ・・・　ボタン
　Ｕ，Ｕ１，Ｕ２，Ｕ３，Ｕｎ・・・　個人投資家

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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